
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相変化型光ディスクに記録する光ディスク装置であって、
　既にデータが記録されている光ディスクの部分に所定パターンの信号を記録することで
既記録データの再生を 不能とする信号記録手段と、
　前記所定パターンのパルス幅出現頻度分布をデータ記録時のパルス幅出現頻度分布に対
して長側にシフトさせる制御手段と、
　を有することを特徴とする光ディスク装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記制御手段は、前記光ディスクの記録速度が大なるほど前記所定パターンのパルス幅
出現頻度分布を長側にシフトさせることを特徴とする光ディスク装置。
【請求項３】
　相変化型光ディスクに記録する光ディスク装置であって、
　既にデータが記録されている光ディスクの部分に所定パターンの信号を記録することで
既記録データの再生を 不能とする信号記録手段と、
　前記所定パターンの最短パルス幅をデータ記録時の最短パルス幅よりも大とする制御手
段と、
　を有することを特徴とする光ディスク装置。
【請求項４】
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　請求項３記載の装置において、
　前記制御手段は、前記光ディスクの記録速度が大なるほど前記最短パルス幅を大とする
ことを特徴とする光ディスク装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の装置において、
　前記信号記録手段は、再生レベルと記録レベルのみを繰り返すマルチパルスで前記信号
を記録することを特徴とする光ディスク装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の装置において、さらに、
　前記信号記録時には前記データ記録時よりも前記光ディスクを高速で回転駆動する駆動
手段と、
　を有することを特徴とする光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は光ディスク装置、特にデータ記録済みの相変化型光ディスクのデータを消去する
技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、データが既に記録された記録済み光ディスクを消去する方法として、（１）Ｄ
Ｃイレーズを行う物理イレーズ
（２）特定のパターンをオーバライトする論理イレーズ
の二つの方法が知られている。ＤＣイレーズにおいては、既に記録してあるデータをドラ
イブの再生系による再生が不能となるように、かつ、オーバパワーによる記録膜破壊が生
じない程度に最適化した消去ＤＣパワーを複数回照射してデータを消去するものであり、
消去に時間を要する。一方、論理イレーズでは、特定のパターンをオーバライトするだけ
でよいので、物理イレーズに比べて簡易にデータを消去することが可能である。
【０００３】
特開昭６３－１６７４２８号公報には、論理イレーズの一例が示されている。この従来技
術では、乱数発生装置の発生した乱数に従って信号を発生し、この乱数信号をオーバライ
トすることにより論理イレーズを行うことが記載されており、また、所定の値の連続信号
を発生してオーバライトすることにより論理イレーズを行うことも記載されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、論理イレーズにおいても、正常に特定のデータを書き込むための最大速度
で消去速度が決定されることとなり、一層の高速消去を図るのが困難である問題があった
。
【０００５】
すなわち、相変化型光ディスクでは、アモルファス化により記録が行われ、結晶化により
消去が行われるため、オーバライトする場合には消去パワーで既記録データを結晶化して
消去しつつ記録パワーでアモルファス化することで記録することとなるが、高速消去を行
うべく回転速度を大きくすると、光ディスクとレーザ光との相対速度が大きくなり、この
ため温度変化が急峻となって結晶化に必要な時間が得られず、既記録データの消え残りが
生じてしまう。論理イレーズでは、確実にオーバライトすることが前提となっているため
、既記録データの消え残りを防止するために光ディスクの回転速度をある一定値以下に抑
えなければならないのである。
【０００６】
一方、特開平５－２９０３８１号公報のように、消去ができない追記型光ディスクにおい
て、既記録ピットに重複してピットを記録し、その再生データを元の記録データと異なる
ようにすることで元のデータ再生を不能とする方法も提案されているが、高速消去するた
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めに光ディスクを高速回転した場合に重複ピットが記録されず、結果として消え残りが生
じるおそれがある。
【０００７】
本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みなされたものであり、その目的は、データが
既に記録された相変化型光ディスクに対し、より高速にデータを消去することが可能な光
ディスク装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明は、相変化型光ディスクに記録する光ディスク装置
であって、既にデータが記録されている光ディスクの部分に所定パターンの信号を記録す
ることで既記録データの再生を 不能とする信号記録手段と、前記所定パターンの
パルス幅出現頻度分布をデータ記録時のパルス幅出現頻度分布に対して長側にシフトさせ
る制御手段とを有することを特徴とする。
【０００９】
ここで、前記制御手段は、前記光ディスクの記録速度が大なるほど前記所定パターンのパ
ルス幅出現頻度分布を長側にシフトさせることが好適である。
【００１０】
　また、本発明は、相変化型光ディスクに記録する光ディスク装置であって、既にデータ
が記録されている光ディスクの部分に所定パターンの信号を記録することで既記録データ
の再生を 不能とする信号記録手段と、前記所定パターンの最短パルス幅をデータ
記録時の最短パルス幅よりも大とする制御手段とを有することを特徴とする。
【００１１】
本装置において、前記制御手段は、前記光ディスクの記録速度が大なるほど前記最短パル
ス幅を大とすることが好適である。
【００１２】
本発明の装置において、前記信号記録手段は、再生レベルと記録レベルのみを繰り返すマ
ルチパルスで前記信号を記録することができる。
【００１３】
また、前記信号記録時に前記データ記録時よりも前記光ディスクを高速で回転駆動する駆
動手段を有することも好適である。
【００１４】
このように、本発明では、ＣＤ－ＲＷやＤＶＤ－ＲＷのような相変化型光ディスクにおい
て、アモルファス化による記録は高速で行えることを利用し、意味を有しない所定パター
ンの信号を記録し、これにより既記録データの再生を不能として高速消去を行うものであ
る。従来の論理イレーズでは、データのオーバライトにより消去するが、消去の結晶化に
物理的時間を要するため速度の上限が規定されてしまうが、本実施形態においてはこのよ
うな結晶化による消去動作を行うのではなく、それ自体意味を有しない所定パターン列を
記録するだけで済むので、結晶化時間で制限されることなく消去速度を上げることができ
る。本発明では、相変化型光ディスクを用い、結晶化ではなくアモルファス化によりデー
タの高速消去を行うと云うことができる。
【００１５】
一方、単にアモルファス化により消去を行うだけでは、光ディスクの高速回転に伴い記録
ができず、元のデータの消え残りが生じることになる。特に、３Ｔ等の時間幅の短いパル
スでは、光ディスクの記録膜を溶融温度まで加熱することができずに記録不能となる。そ
こで、パルス幅出現頻度を長側にシフトさせてパルス幅の短いパルスをできるだけ少なく
し、あるいは記録に用いるパルス幅の下限を３Ｔ（データ記録時の最短パルス幅）ではな
く５Ｔ、９Ｔ等と増大させることで、高速回転時でも確実に信号を記録して元のデータを
消去できる。
【００１６】
また、本発明では、結晶化を行わずにデータ消去するため、マルチパルスを用いて信号を
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記録する場合でも、オーバライト時に必要なイレーズレベルが不要となり、単に再生レベ
ルと記録レベルだけで済むので、この点からも消去の高速化が達成される。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づき本発明の実施形態について説明する。なお、本実施形態において、「
データ記録」は通常の記録動作を意味し、「信号記録」あるいは「信号パターン記録」は
既記録データの消去動作を意味するものとする。
【００１８】
図１には、本実施形態に係る光ディスク装置の構成ブロック図が示されている。光ディス
ク１０はスピンドルモータ（ＳＰＭ）１２により回転駆動される。光ディスク１０として
は、ＣＤ－ＲＷやＤＶＤ－ＲＷ等の相変化型光ディスクが用いられる。これらの相変化型
光ディスクでは、記録パワーのレーザ光を照射することで記録膜を融点まで加熱し、その
後急冷することで結晶状態からアモルファス状態（非晶質状態）に遷移させデータを記録
する。
【００１９】
ピックアップ１４は光ディスク１０に対向配置され、レーザ光を光ディスク１０に照射し
て記録再生を行うレーザダイオード（ＬＤ）ユニットを含む。ＬＤユニットは、ＬＤコン
トロール部１６からの信号に基づき駆動され、ＬＤコントロール部１６はストラテジＣＩ
ＲＣ変調部１８にて所定の記録ストラテジでＬＤユニットを駆動する。記録時にはホスト
コンピュータ（例えばノート型パソコン等）からの記録データがインターフェース部２４
を介して受信され、受信された記録データはデータバッファＲＡＭ２２に格納された後、
変調／復調部２０にて変調されてストラテジＣＩＲＣ変調部１８に供給される。データ再
生時にはピックアップ１４からの再生ＲＦ信号が変調／復調部２０に供給され、復調され
てシステムコントローラ２８及びインターフェース部２４を介してホストコンピュータに
供給される。
【００２０】
また、ピックアップ１４は、ピックアップサーボ部３２によりフォーカス制御及びトラッ
キング制御され、合焦状態及びオントラック状態で記録再生が行われる。ピックアップサ
ーボ部３２でのサーボ信号は、デジタルサーボＣＩＲＣ復調部３６から得られるフォーカ
スエラー信号やトラッキングエラー信号に基づき生成される。
【００２１】
スピンドルモータＳＰＭ１２は、ＳＰＭサーボ部３４にてその回転数が制御される。
【００２２】
システムコントローラ２８は、メモリ３０に記憶されたコントロールプログラムに従って
各部の動作を制御する。具体的には、インタフェース２４を介してホストコンピュータか
ら受信したコマンドに基づいてデータ記録時には変調／復調部２０を変調部として機能さ
せ、またストラテジＣＩＲＣ変調部１８での記録ストラテジを調整する。データ再生時に
は、変調／復調部２０を復調部として機能させて復調したデータを受信し、ホストコンピ
ュータに送信する。一方、本実施形態では、既記録データの消去は従来のように既記録デ
ータを全て消去して新たなデータを上書きするオーバライトではなく、既記録データの存
在部位に特定の信号パターンを「記録」することにより行われる。したがって、システム
コントローラ２８は、ホストコンピュータから「消去」コマンドを受信した場合、ストラ
テジＣＩＲＣ変調部１８におけるストラテジを特定のパターンに制御する。
【００２３】
なお、システムコントローラ２８は、データ消去時、すなわち信号パターン記録時にはＳ
ＰＭサーボ部３４及びＳＰＭ１２を駆動し、通常のデータ記録時よりも高速で光ディスク
１０を駆動する。本実施形態におけるデータ消去は、従来のようにオーバライトではなく
、意味のない信号パターンの単なる記録であるため、既記録データの結晶化による消去を
考慮する必要がなく、データ記録時以上の高速化が可能となる。但し、光ディスク１０の
高速回転化に伴い、記録膜加熱に必要なレーザパワーも増大するため、信号パターンとし
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ては特定の条件が要求されることとなる。この条件についてはさらに後述する。
【００２４】
図２には、本実施形態におけるデータ消去時の動作フローチャートが示されている。まず
、システムコントローラ２８は、ノート型パソコンなどのホストコンピュータからインタ
ーフェース部２４を介してＢＬＡＮＫコマンドを受信する（Ｓ１０１）。このＢＬＡＮＫ
コマンドは、ホストからのデータ消去を要求するコマンドである。
【００２５】
ＢＬＡＮＫコマンドを受信すると、システムコントローラ２８は、スピンドルモータＳＰ
Ｍ１２を制御して光ディスク１０を所定の記録速度Ｎとなるように調整する（Ｓ１０２）
。この記録速度は、通常のデータ記録時の速度であり、例えば１０倍速とすることができ
る。
【００２６】
次に、変調／復調部２０をデータ記録用に設定し（Ｓ１０３）、ＯＰＣ（ Optimum Power 
Control）を実行して最適記録パワーＰを算出する（Ｓ１０４）。このＯＰＣは、光ディ
スク１０の内周に形成されたＰＣＡエリアに記録パワーを種々変化させてテストパターン
を記録し、該テストパターンを再生してそのジッタあるいはエラーレート等が最良となる
記録パワーを選択する動作である。
【００２７】
ＯＰＣを実行して最適記録パワーＰを算出した後、データ消去時の記録スピードｋ・Ｎに
必要なパワーを算出する（Ｓ１０５）。上述したように、システムコントローラ２８は、
データ消去時（イレーズ時）には通常のデータ記録時よりも光ディスク１０を高速で駆動
するためｋ＞１であり、例えばｋ＝２として４０倍速で消去する場合にはＯＰＣで決定さ
れた最適記録パワーＰを２割増にする等である。この算出は、予め求められた回転速度と
最適記録パワーとの相関式に基づいて行うことができる。もちろん、Ｓ１０２にて光ディ
スク１０の回転速度をｋ・Ｎに設定し、この状態でＯＰＣを実行することで記録速度ｋ・
Ｎにおける最適記録パワーＰを設定してもよい。但し、ＯＰＣには一定時間を要するので
、高速消去の観点からは前者の処理が好ましい。
【００２８】
消去用の最適記録パワーを算出した後、ストラテジＣＩＲＣ変調部１８を消去（イレーズ
）用に設定する（Ｓ１０６）。この処理は、記録ストラテジを所定パターンとすることで
あり、具体的には、データ記録時の３Ｔ～１１Ｔ（Ｔはビット長で、ＤＶＤでは３Ｔ～１
１Ｔ及び１４Ｔ）のパルス幅出現頻度分布を長側（１１Ｔあるいは１４Ｔ側）にシフトさ
せることを意味している。一般に、通常のデータを記録する際には３Ｔパルス幅が最も出
現頻度が大きく、パルス幅が大きくなる程その出現頻度は減少していく。ところが、本実
施形においては、消去用の所定パターンとしては、３Ｔ、４Ｔ等の短いパルス幅出現頻度
分布を小さくし、逆に１０Ｔ、１１Ｔ、１４Ｔ等の長いパルス幅出現頻度を大きくする。
また、この処理では、記録ストラテジとして再生レベルと記録レベルの繰り返しパターン
とする。すなわち、消去レベルを用いることなく、再生レベルと記録レベルのみで信号パ
ターンを記録する。
【００２９】
信号パターンを設定した後、ＳＰＭ１２を制御して光ディスク１０の記録速度をｋ・Ｎに
設定し（Ｓ１０７）、設定された記録ストラテジでＬＤを駆動し、レーザ光を光ディスク
１０に照射して所定パターンの信号を記録する（Ｓ１０８）。この信号パターン記録によ
り、既に記録されている有意データを論理的に再生不能状態とする。
【００３０】
図３には、記録ストラテジの一例が示されている。図３（ａ）は本実施形態の記録ストラ
テジであり、図３（ｂ）は通常のデータ記録時における記録ストラテジである。（ｂ）に
示されるように、通常のデータ記録時においては、再生レベルＰｏ、イレーズレベルＰｅ
および記録レベルＰｒの三段階のパワーレベルを用いたマルチパルスでデータを記録する
。すなわち、最初のイレーズレベルＰｅで既に記録されているデータを結晶化して消去を
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行い、それに続く複数の記録レベルＰｒでデータを記録する。一方、（ａ）に示される本
実施形態のストラテジでは、上述したように既記録データを結晶化して消去する必要がな
く、単に意味のないパターンを記録するだけなので、イレーズパワーは不要となり、再生
パワーＰｏと記録パワーＰｒを有するマルチパルスとすることができる。アモルファス化
による消去を行うことで高速消去が可能となり、イレーズパワーＰｅも不要とすることで
一層の高速消去を図ることができる。
【００３１】
図４には、本実施形態における信号パターンのパルス幅出現頻度分布が示されている。図
において、横軸はパルス幅Ｔであり、ＣＤの場合には図示のように３Ｔ～１１Ｔが存在す
る。ＤＶＤの場合は３Ｔ～１４Ｔである。縦軸は３Ｔ～１１Ｔのパルス幅の出現頻度であ
る。符号１００で示される一点鎖線は通常のデータ記録時の頻度分布であり、パルス幅が
短い３Ｔの出現頻度が大きく、パルス幅が長い１１Ｔの出現頻度は小さい。一方、符号１
０２および１０４で示される実線は実施形態の頻度分布であり、３Ｔ、４Ｔ等に比べて６
Ｔ～１１Ｔが大きくなっている。これは、本実施形態においてはアモルファス化すること
で消去を行っており、高速回転でもアモルファス化するために十分なパルス幅を確保する
ためである。すなわち、高速回転時にパルス幅が短いと十分な熱エネルギを光ディスク１
０に照射してアモルファス化することができず、信号を記録できないこととなる。信号が
記録できないと、その部分では既記録データが残ることとなり、有意のデータが再生可能
となってしまう。そこで、信号パターンとして短いパルス幅を用いず、長いパルス幅を多
用することで確実に信号を記録しデータ消去している。
【００３２】
なお、符号１０２はｋ＝２（２０倍速）の場合の出現頻度分布であり、符号１０４はｋ＝
４（４０倍速）の場合の出現頻度分布である。ｋ＝４の場合はｋ＝２の場合に比べて記録
膜をアモルファス化するためにより長いパルス幅が必要となるので、パルス幅出現頻度分
布をより長側にシフトさせている。ｋ＝２の場合には３Ｔのパルス幅出現頻度は０である
のに対し、ｋ＝４の場合には６Ｔより短いパルス幅出現頻度が０で、７Ｔ～１１Ｔのみが
存在することに着目されたい。
【００３３】
図５には、ｋ＝２の場合の信号パターンが具体的に例示されている。信号パターンとして
は、（ａ）に示されるように
９Ｔ（マーク）、４Ｔ（スペース）、１０Ｔ（マーク）、４Ｔ（スペース）、１１Ｔ（マ
ーク）、４Ｔ（スペース）、９Ｔ（マーク）、４Ｔ（スペース）、１０Ｔ（マーク）、・
・・
のようなパターンも可能であり、また（ｂ）に示されるように
１０Ｔ（マーク）、１０Ｔ（スペース）、１０Ｔ（マーク）、１０Ｔ（スペース）、・・
・
のように１０Ｔの繰り返しパターンとすることもできる。なお、マークとは記録パワーＰ
ｒのレーザ光が照射されて記録膜がアモルファス化される部位を意味し、スペースは再生
パワーＰｏのレーザ光が照射されて状態遷移が生じない部位を示す。
【００３４】
このように、意味のない信号パターンを光ディスク１０に記録することで、高速消去が可
能となる。そして、意味のないパターンのうち、３Ｔ等の時間幅の短いパルス幅出現頻度
を小さく、１１Ｔ（あるいは１４Ｔ）等の時間幅の長いパルス幅出現頻度を大きくするこ
とで、確実に高速消去を行うことができる。
【００３５】
なお、光ディスク１０への記録速度が増大する程アモルファス化が困難となるので、記録
速度の増大に伴って出現頻度分布をより長側にシフトさせる必要があるが、その一例とし
て信号記録に用いる最短パルス幅を光ディスク１０の回転数に応じて変化させることが好
適である。
【００３６】
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図６には、光ディスク１０の回転数と信号記録に用いる最短パルス幅（下限Ｔ）との関係
が示されている。図において、横軸は光ディスク１０の回転数、縦軸は下限Ｔである。光
ディスク１０の回転数がＮｏ（例えば等倍速）の場合には下限Ｔを３Ｔとするが、回転数
が２倍速、４倍速、１０倍速、・・・Ｎ倍速となるにしたがって下限Ｔを大きくし、回転
数Ｎｕの場合には下限Ｔを９Ｔとして９Ｔ～１１Ｔ（ＤＶＤの場合には９Ｔ～１４Ｔ）の
パルス幅のみを用いて信号を記録する。下限Ｔ以上のパルス幅の出現頻度分布としては、
上述したようにパルス幅が長いほど大きくする他、下限Ｔ以上のパルス幅の出現頻度を全
て同一とする等も可能である。図７には、９Ｔ以上のパルス幅の出現頻度分布を同一とし
た場合が示されている。
【００３７】
信号パターンとして単に乱数を用いた場合、光ディスク１０の回転数を増大させると短い
パルス幅の信号を記録できず、結果として消え残りが生じる可能性があるが、このように
回転数の増大に応じて下限Ｔを増大させ、時間幅が一定時間以上長いパルスのみを用いて
信号を記録することで、このような消え残りを防ぐことができる。
【００３８】
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく種
々の変更が可能である。
【００３９】
例えば、本実施形態においては一層の高速消去を図るためイレーズパワーＰｅを不要とし
たマルチパルスを用いているが、本発明の要旨は光ディスクを高速回転させるとともに時
間幅の長いパルス列を用いてアモルファス化することにより記録済みのデータを消去する
ことにあるので、図３（ｂ）に示されるようにイレーズレベルＰｅを有するストラテジを
用いて消去することももちろん可能である。
【００４０】
また、本発明では所定パターンの信号列（消去データ）の上書きによって既記録データを
再生不能とすればよいので、消去データを連続的に書き込む必要は必ずしもなく、適当に
消去データを間引いて間欠的に消去データを記録するようにしてもよい。
【００４１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば相変化型光ディスクにおいて高速消去を行うことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施形態の構成ブロック図である。
【図２】　実施形態の処理フローチャートである。
【図３】　実施形態の記録ストラテジ説明図である。
【図４】　実施形態のパルス幅出現頻度分布説明図である。
【図５】　実施形態の信号パターン説明図である。
【図６】　実施形態の光ディスク回転数とパルス幅下限値との関係を示すグラフ図である
。
【図７】　実施形態の他のパルス幅出現頻度分布説明図である。
【符号の説明】
１０　光ディスク、１２　スピンドルモータ（ＳＰＭ）、１８　ストラテジＣＩＲＣ変調
部、２０　変調／復調部、２８　システムコントローラ。

10

20

30

40

(7) JP 3922012 B2 2007.5.30



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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